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牛乳アレルギー及び卵アレルギー等「生徒の対応」について（お知らせ）

時下、保護者の皆様にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。日頃より、

本校の教育活動につきまして、ご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、学校給食センターから下記の内容について連絡がありましたので、お知らせいた

します。

記

１ 牛乳アレルギーについて

学校給食センターでは、学校給食の栄養所要量の基準が満たされるよう牛乳を毎日の

献立に加えております。しかしながら、アレルギー体質が原因で牛乳を飲むことができ

ない生徒がわずかではありますが見受けられます。医師の診断により牛乳アレルギーで

あると診断されている場合には、保護者から「牛乳飲用中止の申出書」を提出していた

だくことにより、牛乳の配膳を中止し、給食費から牛乳代を減額しております。

牛乳飲用中止期間は原則１年以上で、「牛乳飲用開始申出書」が提出されるまでの間、

また中学３年生は卒業までとなっております。

２ 卵アレルギーについて

学校給食センターでは、学校給食で卵を使用した献立がありますが、アレルギー体質

が原因で卵を食べることができない生徒がわずかではありますが見受けられます。

医師の診断により卵アレルギーであると診断されている場合には、中学校へ書類提出

する前に、学校給食センター（TEL．522-1147）へ相談してください。

その後、保護者から「卵除去食申出書」を提出していただくことになります。実施対

象期間は、中学校から学校給食センターへの報告の翌月から卒業の日または、除去食中

止申出書を受理した日までとなっております。

３ 上記以外の食物アレルギーについて

学校給食センターでは、食物アレルギーに該当する食品の喫食を医師の診断に基づき

控えている児童・生徒に限り、個別食事指導を行っています。該当する場合は、学校給

食使用食材のアレルゲンの情報提供をお願いします。

※上記に該当する生徒の保護者の方は、大幡中学校へ平成２６年２月２８日（金）までに

申出書等を提出していただくことになります。なお、１月２３日（木）の新入生説明会に、

申出書等をお持ちいただけると幸いです。
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